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第１節 自然特性 

１ 位置・地形 

本県は、地理的には北緯 40 度前後の中緯

度地帯に属し、東北地方の北西部に位置する

総面積約 11,600ｋ㎡、都道府県面積全国第

６位の広さを有しています。 

地形は、北に白神山地、東は奥羽山脈、南

に丁岳山地や神室山地と三方より山地が迫り、

これと中央部の太平山地や出羽丘陵によって、

米代川、雄物川、子吉川の三大水系が形成さ

れています。これら三大河川と、十和田湖周

辺を除く中小独立河川のすべてが日本海に注

いでいます。 

沿岸部の中央には寒風山を擁する男鹿半島

が雄大な造形美を誇り、その南北には長大な

海浜がゆるやかに弧を描き、南北両端には、

象潟、岩館の岩礁海岸が位置しています。 

奥羽山脈は、八幡平、焼山、乳頭山、駒ヶ

岳、栗駒山等の諸火山と十和田、田沢の両カ

ルデラ湖を形成するとともに、多くの温泉源

をかかえ、日本有数の火山景勝地として知ら

れています。 

また、南の鳥海山は、男鹿半島の寒風山、

目潟群とともに新第三紀造山運動と火山活動

によって沿岸部に形成された火山地帯に位置

し、その裾野の一部を日本海に落とし、海岸

の奇勝を形づくっています。 

一方、北の白神山地には真瀬岳、二ツ森、

小岳、駒ヶ岳(藤駒岳)、田代岳等の 1,000ｍ

級の山地が連なる独特の景観と原生的な植生

を誇っています。 

更に、中央部には主にグリーンタフや基盤

岩となっている花崗岩等から形成されている

太平山地をはじめとする出羽山地が位置して

います。 

これらの山岳に源を発する河川は、湯瀬、

小又峡、抱返り、真木、皆瀬などの急峻な峡

谷となり、飛瀑や懸崖を伴って、米代川、雄

物川、子吉川に集まり、その流域に花輪、大

館、鷹巣、横手等の盆地や能代、秋田、本荘

等の海岸平野が形づくられています。 

 

２ 気象・気候 

本県の大部分は、対馬暖流の影響を受けた

適潤温暖な日本海型の冷温帯気候に属してい

ますが、その気候特性の一つは、沿岸部と内

陸部で顕著な違いがみられることです。対馬

暖流の影響を強く受ける八森海岸、男鹿半島、

由利地方は冬季でも比軽的温暖ですが、内陸

部では奥羽山脈沿いほど気温が低く、寒暖差

が大きいのが特徴です。特に、太平洋側気候

の影響も見られる鹿角地方は冬の寒暖差の大

きいことで知られています。 

県の年平均降水量は 1,600 ㎜前後のところ

が多いのですが、山沿いでは平地より雨量が

多く、特に白神山地、森吉山、鳥海山、丁岳

山地などが降水量の多い地域です。 

本県はまた、全域が積雪寒冷地域及び豪雪

地帯に指定されている日本有数の多雪地帯と

なっており、特に森吉山周辺及び雄勝地方が

降雪の多い地域として知られています。また、

地形等の影響で県北部の積雪量が少なく、県

南部が多くなっています。 

 

３ 植生 

本県の自然植生は、上記の気象条件下では

大部分が森林植生であり、気候的極相の見地

からは、県南海岸部の一部に常緑広葉樹林帯

が見られるほかは、その大半が夏緑広葉樹林

帯に位置付けられます。これに垂直的要素で
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ある亜高山帯植生及び高山帯植生が加わり、

県内は四つの植生帯に大別されます。さらに、

地形や土壌要因などによる様々な極相群落が

点在して分布しています。 

常緑広葉樹林帯に属する植生では、由利地

方の海岸にわずかに残されているタブノキ林

があります。 

夏緑広葉樹林帯には、海抜 1,100ｍ前後ま

で分布するブナなどからなる自然植生と、コ

ナラ、ミズナラ、カスミザクラ等からなる代

償植生が見られます。 

亜高山帯の植生は、八幡平、森吉山地区等

では、海抜 1,100ｍ付近からオオシラビソ林

となり、その他の山岳ではミネカエデ、ナナ

カマド、ミヤマナラ等からなる亜高山性落葉

広葉低木林が主体をなしています。 

高山帯の植生としては、海抜 1,500ｍ前後

以上の山頂部等にハイマツ群落等が見られま

す。 

本県の植物相は 2,300 種前後といわれ、こ

のうちウゴツクバネウツギ、デワノタツナミ

ソウ、チョウカイアザミなど日本海要素植物

と呼ばれる約 200 種が植物相を特徴づけてい

ます。 

 

４ 動物 

本県は、白神山地、八幡平、森吉山、鳥海

山等の豊かな自然環境に恵まれており、動物

相にも多様性がみられます。 

陸生の哺乳類は約 40 種が生息し、大型の

ツキノワグマやニホンカモシカがブナ林を主

な生息域としてほぼ全県的に分布しているほ

か、キツネ、テン、タヌキ、アナグマ、ニッ

コウムササビ等がみられます。また、ヤマネ、

モモンガ、オコジョ等の減少が指摘されてい

ます。 

鳥類では約 300 種あまりが数えられ、主な

生息地として、八郎湖、男鹿半島のほか、森

吉山、八幡平等の山岳地帯があげられます。 

八郎湖で注目すべき点は、コジュリン、チ

ュウヒ等の草原性鳥類が繁殖することと、秋

から春にかけて、ハクチョウ類、ガン類、ワ

シ類、シギ・チドリ類等が多数渡来すること

です。男鹿半島ではアオサギやクロサギの繁

殖、冬期のカモメ類、ユキホオジロ、カモ類

の渡来等が注目されます。 

また、山岳地帯で特筆すべき点は、八幡平

一帯での高山性のホシガラス、ビンズイなど

の生息、駒ヶ岳、白神山地などでの天然記念

物及び国内希少野生動植物種に指定されてい

るイヌワシの繁殖、森吉山での天然記念物ク

マゲラの繁殖が確認されていることなどです。 

その他注目される動物としては、モリアオ

ガエルやハコネサンショウウオなどの両生類、

日本の南限となっている大館のザリガニ（天

然記念物）、さらにはムカシトンボ、ギフチ

ョウ、ヒメギフチョウ、オオムラサキ、ホソ

ヒメクロオサムシ等の昆虫類や、シナイモツ

ゴ、ゼニタナゴ、イバラトミヨ雄物型等の淡

水魚類などがあげられます。 
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第２節 社会特性 

１ 人口 

本県の総人口は、平成 17 年 10 月１日現在

で約 114 万６千人です。その内訳は０～14

歳の年少人口が 12.4％、15～64 歳の生産年

齢人口は 60.6％、65 歳以上の老年人口は

26.9％となっており、全国平均の老年人口割

合 20.0％に比べて、特に高齢化が進行して

います。 

一方、同時期における世帯数は約 39 万３

千世帯で、前年に比べ約 5,600 世帯増加して

いますが、１世帯あたりの人員は 2.91 人と

なり、３人を割り込んでいます。 

人口の推移は、死亡者数が出生者数を上回

る自然減の状態が平成５年から 13 年間続い

ています。 

 

２ 土地利用 

平成 16 年度時点の本県の土地利用状況は、

農用地が 1,570k ㎡（県土の 13.5％）、森林

が 8,381k ㎡（同 72.2％）、水面・河川・水

路が 404k ㎡（同 3.5％）、道路が 328k ㎡

（同 2.8％）、住宅用地及び工業用地等から

なる宅地が 285k ㎡（同 2.5％）となってい

ます。土地利用の推移は、農用地・森林が減

少し、道路・宅地・原野・水面・河川・水路

が増加しています。 

 

３ 産業構造 

本県の産業構造の変化を就業者数からみる

と、この 15 年（H2～H17）の間に就業者数が

約 10.5％減少する中、第１次産業は 42％、

第２次産業は 25％減少した一方で、第３次

産業は８％増加しています。平成 17 年度で

は、第１次産業の占める割合は 11.1％、第

２次産業は 26.7％、第３次産業は 61.6％と

なっており、第３次産業の割合が最も高くな

っています。 

県内総生産割合から産業構造をみると、昭

和 50 年度からの推移では、第１次産業の割

合が一貫して減少する一方で、第３次産業の

割合が増加してきています。また、第２次産

業は平成３年度の 30.1％を最高に以後減少

しています。 

平成 16 年度の県内名目総生産額の構成費

では、第１次産業が 3.1％、第２次産業が

21.9％、第３次産業が 75.0％であり、第３

次産業の割合が最も高くなっています。 

 

表１ 産業別就業者数 

（単位：人）
就業者 第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能

H2年度 614,522 105,594 195,871 312,451 606
H7年度 608,735 79,926 195,627 332,322 860

H12年度 588,385 64,465 181,688 341,462 770
H17年度 549,994 61,307 146,880 338,573 3,234
H17構成比 100％ 11.1％ 26.7％ 61.6％ 0.6％
増加率
(H2～17) △10.5％ △41.9％ △25.0％ 8.4％ 433.7％

資料：国勢調査（各10月１日）  

 

表２ 産業構造 

（％）
全国

(H16暦年)
第１次産業 18.4 9.9 6.5 4.7 3.3 3.1 1.6
第２次産業 26.3 27.5 30.1 28.5 24.9 21.9 26.5

第３次産業 55.3 62.6 63.4 66.8 71.8 75.0 71.8
秋田県県民経済計算確報

国民経済計算確報

H12年度 H16年度S50年度 S60年度 H3年度 H8年度
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第１節 環境行政を取り巻く課題及び施策

の方向 

１ 地球環境問題への取組 

近年、地球温暖化やフロンによるオゾン層

の破壊、熱帯雨林の減少等地球的規模での環

境問題が大きく取り上げられてきています。 

これらの地球環境問題はいずれも人間活動

の量的拡大、質的変化が原因になっており、

各々の問題が相互に絡み合い、その影響･被

害が一国にとどまらず、国境を越え、ひいて

は地球全体にまで広がる深刻な問題です。 

これらは、地球の生態系などを始めとする

人類の生存基盤に大きな影響を及ぼすことか

ら、全世界の国々が連携して取り組むべき共

通の課題となっています。 

地球温暖化問題については、1988 年に、

気象変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

が設置され、地球温暖化による環境や社会経

済への影響、対応戦略に関する検討が行われ

ています。 

1992 年には「気象変動に関する国際連合

枠組条約」が採択され、それに基づく第３回

締約国会議（ＣＯＰ３）が 1997 年 12 月に京

都で開催されました。ここでは、温室効果ガ

スに関する国家間の排出量取引など（京都メ

カニズム）を認めつつ、先進国の温室効果ガ

スの削減を義務づけた「京都議定書」が採択

されました。 

平成９年 12 月の気候変動枠組条約第３回

締約国会議（ＣＯＰ３）で採択された京都議

定書の中で、我が国は、温室効果ガスの

2008 年から 2012 年の目標期間における平均

排出量を 1990 年水準から６％削減すること

を約束しました。 

 

 

 

 

（１）国の動向 

このＣＯＰ３を契機として我が国では、

「地球温暖化推進大綱」の策定（平成 10 年

６月）や「地球温暖化対策の推進に関する法

律」の制定（10 年 10 月）とそれに基づく

「地球温暖化防止対策に関する基本方針」の

閣議決定（11 年４月）をはじめ、平成 14 年

３月には「新・地球温暖化対策推進大綱」の

政府決定、同年５月には「地球温暖化対策の

推進に関する法律」の改正など、総合的かつ

計画的な地球温暖化対策を図るための枠組み

の整備に取り組んできました。 

その後、平成 14 年６月に我が国は京都議

定書を批准しましたが、この京都議定書は平

成 16 年 11 月にロシアが批准したことにより、

発効の要件が満たされ，平成 17 年２月に発

効しました。 

これを受け、平成 17 年４月に「京都議定

書目標達成計画」が政府決定され、現在、目

標達成に向けた取組が行われています。 

特に平成 17 年４月からは、地球温暖化防

止国民運動「チーム・マイナス６％」の展開

や、服装を見直して冷暖房の温度調節による

省エネを進める、「クール・ビズ」、「ウォ

ーム・ビズ」などの事業が行われています。 

 

 
 

 

（２）県の取組 

秋田県では、国内法に基づいた施策のほか、

1999（平成 11）年３月に「温暖化対策 美

の国あきた計画」を策定し、地球温暖化対策

について全県的な取組を開始しました。 

「美の国あきた」計画では、2010（平成

22）年度の本県における二酸化炭素の排出量

を 1990 年レベルに抑制する目標を掲げ、そ

第２章 環境行政の課題と動向 
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の達成に向けて、これまで計画の推進を図っ

てきました。 

また、地球温暖化対策推進法に基づき、地

球温暖化防止活動推進員を委嘱し、地域での

地球温暖化対策のリーダーとして普及啓発活

動に取り組んでいただいています。 

さらに、地球温暖化に関する情報収集や、

県民、事業者、民間団体の活動支援及び情報

提供を行うため、2004（平成 16）年 8 月に

特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラ

ムを「秋田県地球温暖化防止活動推進センタ

ー」に指定し、当センターを拠点とした地球

温暖化対策の推進体制を整備し、県民一体と

なった取組を推進しています。
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２ アスベスト問題 

アスベスト（石綿）は、蛇紋石や角閃石が

繊維状に変形した天然の鉱物で、蛇紋石系

（クリソタイル）と角閃石系（クロシドライ

トなど）に大別され、耐久性、耐熱性、耐薬

品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ安

価であるため、建設資材、電気製品、自動車、

家庭用品等、様々な用途に広く使用されてき

ました。 

 アスベストは、それ自体が毒性を持つとい

うものではありませんが、粉じんを吸い込む

ことによって、約 20 年から 40 年経ってから

肺がんや中皮腫などの健康障害を引き起こす

ことが確認されたため、国では段階的にアス

ベストの使用等に関する規制を強化し、現在

では、代替物質のない一部用途を除いて原則

として、使用が禁止されています。 

 アスベストを原因とする健康被害について

は、これまでは、労働災害上の問題とされて

いたが、平成 17 年６月下旬にアスベスト含

有製品の製造工場での労働災害の事例が公表

され、その後、従業員のみならず、その家族

や付近住民までも悪性中皮腫等の健康被害が

明らかになったことから、アスベスト問題は

大きな社会問題に発展しました。 

（１）国の取組 

 政府では、平成 17 年７月からアスベスト

問題関係閣僚による会合を開催し、被害の拡

大防止対策等の早急な対応を図るとともに、

今後の対策についての検討が進められ、同年

12 月の同会合において、「隙間のない健康

被害者の救済」、「今後の被害を未然に防止

するための対応」、「国民の有する不安への

対応」を対策の柱とする「アスベスト問題に

係る総合対策」が取りまとめられました。 

 この総合対策を踏まえ、アスベストによる

図１ 秋田県の二酸化炭素排出量の推移 
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健康被害の迅速な救済を図ることを目的とし

た「石綿による健康被害の救済に関する法

律」の施行及びアスベスト対策の強化のため

に大気汚染防止法、廃棄物処理法等の四法を

一括して改正するなど、アスベスト問題に係

る総合対策に取り組んでいます。 

 

（２）県の取組 

 県では、平成 17 年７月に「秋田県アスベ

スト問題連絡協議会」を設置し、県有建築物

の除去対策を行うとともに、アスベスト相談

窓口の設置や民間建築物の吹付けアスベスト

除去工事に対する融資制度の創設等アスベス

ト対策を推進しています。 

 

 

３ 化学物質対策 

化学物質は、私たちの生活を豊かにし、便

利で快適な毎日の生活を維持するうえで欠か

せないものとなっています。現在、原材料や

製品などいろいろな形で流通している化学物

質は、推計で数万種といわれていますが、日

常の生活や事業活動において使用、廃棄され、

大気や水、土壌といった環境中に排出されて

います。環境中に排出された化学物質の中に

は、大気汚染や水質汚濁の原因となったり、

長期間にわたり土壌に蓄積することによって

人の健康や生態系に悪影響を及ぼしたりする

ものがあるほか、ダイオキシン類など非意図

的に生成されるものもあり、内分泌かく乱化

学物質（いわゆる環境ホルモン）を含めた化

学物質による環境汚染を防止するための対応

が大きな課題となっています。 

化学物質による環境汚染を防止し、安全で

安心な社会を実現するためには、これまでの

規制による取組に加え、県民、事業者、研究

者及び行政が化学物質に対する各種の情報を

共有しながら意思疎通（リスクコミュニケー

ション）を図って共通の認識に立った環境リ

スクの管理・低減に努めることが求められて

います。 

（１）国の動向 

国は、これまでも「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律」や「大気汚染防止

法」、「水質汚濁防止法」などの個別の法律

により化学物質の管理・規制を行ってきまし

た。さらに、「ダイオキシン類対策特別措置

法」、「特定化学物質の環境への排出量の把

握及び管理の改善の促進に関する法律」を制

定するとともに、「化学物質の内分泌かく乱

化学物質に関する環境省の今後の方針につい

て－EXTEND2005－」を策定するなど、環境ホ

ルモン等に関する未解明部分の調査・研究を

行っています。 

 

（２）県の取組 

本県では、これらの法律に基づいた施策の

ほか、「有害化学物質等に対する取り組み方

針」を策定し、発生源監視、県民への情報の

提供等、５つの基本方針を施策として展開す

るため、ダイオキシン類の常時監視や発生源

監視など具体的な取り組みを行っています。 

 
ダイオキシン類分析棟（県健康環境センター） 
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４ 廃棄物の発生抑制と循環的利用、適正処

理の推進 

近年、我が国における社会経済活動の拡大

に伴い、生活が物質的に豊かになる一方で、

大量の廃棄物の排出、最終処分場の残余容量

のひっ迫、廃棄物の焼却施設からのダイオキ

シン類の発生、不法投棄の増大等廃棄物に起

因する様々な問題が私たちの日常生活に深刻

な影響を及ぼしつつあることから、これまで

の豊かな社会を支えてきた大量生産、大量消

費、大量廃棄型の社会経済システムやライフ

スタイルを見直し、資源の循環を基調とした、

循環型社会への転換が求められています。 

（１）国の動向 

こうした中、国では、平成 12 年６月に循

環型社会の形成を推進する基本的な枠組みと

なる「循環型社会形成推進基本法」を制定す

るとともに、これまでの容器包装リサイクル

法※１、家電リサイクル法※２に加え、資源有

効利用促進法※３や建設リサイクル法※４、食

品リサイクル法※５、自動車リサイクル法※６

など、循環型社会の構築に向けてリサイクル

関連法を整備してきています。 

循環型社会形成推進基本法では、①発生抑

制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適

正処分という廃棄物・リサイクル対策上の優

先順位が示されるとともに、事業者・国民の

「排出者責任」※７の明確化や「拡大生産者

責任」※８の一般原則が確立されました。 

また、廃棄物処理法※９についても、国の

基本方針の策定、都道府県の廃棄物処理計画

や多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の策

定、マニフェスト制度の見直し、野外焼却の

禁止など廃棄物の適正な処理体制を整備し、

不適正な処分を防止するための改正を行い、

平成 13 年４月に全面施行され、平成 17 年５

月には国の基本方針が改定されています。 

 

 

 

（２）県の取組 

こうした廃棄物を取り巻く諸情勢の変化を

踏まえ、本県における循環型社会の構築を目

指して、平成 18 年４月に廃棄物全般につい

ての「第２次秋田県廃棄物処理計画」を策定

しました。 

この計画は、計画期間を平成 18 年度から

平成 22 年度までの５年間とするものであり、

廃棄物の減量化の目標量（排出量、再生利用

量、最終処分量）を定めるとともに、本県に

おける廃棄物処理に当たっては、県民、事業

者、処理業者、行政がそれぞれの役割分担の

もとにお互いに協力しながら、生産・流通・

消費・廃棄のあらゆる段階において、①廃棄

物の発生・排出をできる限り抑えること（発

生抑制：リデュース）②廃棄物となったもの

についても、できる限り繰り返し使用するこ

と（再使用：リユース）③再使用できないも

のでも、再生利用、熱回収により資源として

できる限り利用すること（リサイクル）④ど

うしても資源として利用できないものについ

ては、適正な処分を行うことを基本方針とし

ています。 

この計画の推進に当たり、基本方針に基づ

いて、①廃棄物の減量化・適正処理に向けた

普及啓発、環境教育・学習の推進 ②廃棄物

減量化・リサイクルシステムの確立 ③廃棄

物処理施設の確保 ④廃棄物の適正処理の推

進の４つの施策の方向を定め、関係する施策

を総合的かつ計画的に進めます。 

一般廃棄物については、廃棄物の発生抑制

とリサイクルの推進に向け、県民、事業者、

行政が一体となった地域ごみゼロあきた推進

事業を実施し、積極的な県民運動を展開する

とともに、空き缶等の散乱ごみ対策として平

成 13 年３月に「秋田県空き缶等の散乱の防

止に関する条例」を制定し、美しいふるさと

づくりを推進しています。また平成 11 年３

月に「秋田県ごみ処理広域化計画」を策定し、

ごみ処理の広域化、ごみ焼却施設の集約化に
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よるダイオキシン類対策を進めるとともに、

リサイクルプラザなどのリサイクルの拠点施

設の整備を促進しています。さらに、快適な

生活環境の確保と公共用水域の水質保全を目

的とした「秋田県生活排水処理整備構想（平

成 12 年策定）」に基づき、合併処理浄化槽

などの整備を促進しています。 

産業廃棄物については、適正処理の確保、

排出抑制・減量化・再生利用の推進、広域処

理への対応などに取り組むとともに、不法投

棄を防止するため、ヘリコプターによる空か

らの監視（スカイパトロール）や環境監視員

による監視体制の強化を図り、不適正処理事

案については行政処分を行う等の措置を講じ

ています。また、産業廃棄物の適正処理を推

進するため、県営の最終処分場（秋田県環境

保全センター）を整備しています。さらに、

平成 12 年 10 月の北東北知事サミット（青森、

岩手、秋田）における広域的な廃棄物対策に

ついての合意に基づき、これまでの規制的手

法に加え、産業廃棄物の排出に一定の経済的

負担を求めることにより廃棄物の発生を抑制

し減量化やリサイクルを促進するため、平成

14 年 12 月定例県議会において「産業廃棄物

税条例」と環境保全協力金の納入を盛り込ん

だ「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等

に関する条例」を制定し、平成 16 年１月か

ら施行しています。 

なお、県は国に対して、廃棄物処理法に基

づく維持管理積立金制度が適用されない、平

成 10 年６月以前に埋立処分が開始された最

終処分場、いわゆる既設処分場についても適

正な維持管理を確保されるよう新たな制度の

確立について要望してきましたが、平成 17

年５月の同法改正により既設処分場について

も同制度が適用されることとなりました。 

また、能代産業廃棄物処理センターの環境

保全対策について、平成 15 年６月に成立し

た産廃特措法※10 に基づく特定支障除去等事

業実施計画を策定し、平成 17 年１月に環境

大臣の同意を得て、同年２月から実施計画に

基づき国の財政支援を受けながら事業を行っ

ています。 

 

秋田県環境保全センターの全景 

 

※１ 容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律 

※２ 特定家庭用機器再商品化法 

※３ 資源の有効な利用の促進に関する法律 

※４ 建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律 

※５ 食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律 

※６ 使用済自動車の再資源化等に関する法

律 

※７ 廃棄物を排出する者が、その適正なリ

サイクルや処理に関する責任を負うべ

きであるという考え方 

※８  生産者が、その生産した製品が使用さ

れ、廃棄された後においても、当該製

品の適正なリサイクルや処分について

一定の責任を負うという考え方 

※９ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

※10 特定産業廃棄物に起因する支障の除去

等に関する特別措置法 
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環境基本法

環境基本計画

自然循環

社会の物質循環
循環

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

○基本原則　○国、地方公共団体、事業者、国民の責務　○国の施策

循環型社会形成推進基本計画（国の他の計画の基本） H15.3公表

グリーン購入法〔国等が率先して再生品などの調達を推進〕

廃棄物処理法

＜廃棄物の適正処理＞

環境大臣が定める基本方針

H15.12改正施行、H17.5一部改正

①廃棄物の排出抑制
②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　等

廃棄物処理施設整備計画

H13.5公表

H15.10公表

H15～H19の５か年計画
計画内容：事業量 → 達成される成果
　　　　（事業費）（アウトカム目標）

〔個別物品の特性に応じた規制〕

資源有効利用促進法

＜リサイクルの推進＞

H13.4全面改正施行

①再生資源のリサイクル
②リサイクルが容易な構造・
　材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

１Ｒ　→　３Ｒ

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法）

H6.8完全施行

H13.1完全施行

　　H12.4完全施行
　　H18.6一部改正

・容器包装の市町村
　による分別収集
・容器の製造・容器
　包装の利用業者に
　よる再商品化

　　H13.4完全施行

・廃家電を小売店等
　が消費者より引取
　り
・製造業者等による
　再商品化

　　H13.5完全施行

・食品の製造、加工
　、販売業者が食品
　廃棄物等の再生利
　用等

　　H17.1完全施行

・関係業者が使用済
　自動車の引取り、
　フロンの回収、解
　体、破砕
・製造業者等がエア
　バッグ、シュレッ
　ダーダストの再資
　源化、フロンの破
　壊

　　H14.5完全施行

・工事の受注者が建
　築物の分別解体、
　建設廃材等の再資
　源化等

容器包装
リサイクル法

自動車
リサイクル法

建設
リサイクル法

食品
リサイクル法

家電
リサイクル法

H13.4完全施行

びん
ペットボトル
紙製・プラスチッ
ク製容器包装等

エアコン
冷蔵庫・冷凍庫
テレビ
洗濯機

木材
コンクリート
アスファルト

食品残さ 自動車

H18.4改正

H17.5改正

 

循環型社会の形成を推進するための法体系 
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５ すぐれた自然の保全と継承 

近年、道路・ダム等の建設や各種観光開発

事業などにおける自然環境への配慮がますま

す重要視されるようになっていますが、こう

した大規模な開発に限らず、農林水産業にお

ける農薬・肥料の使用や工場等の事業活動は

もちろん、野外レクリエーションなどの身近

な活動等においても自然を正しく理解し、自

然環境に及ぼす影響をできるかぎり回避する

必要があります。 

県では、自然環境保全地域や自然公園の指

定・管理、野生動植物の保護・保全、自然保

護思想の普及等を通じて、貴重な自然の保

護・保全に取り組んできたほか、環境影響評

価制度の運用等により、各種開発事業に対し

て環境配慮を求めてきたところです。 

今後は、身近な自然環境の保全や生物多様

性の保全といった新たな課題に対応し、将来

にわたって自然と共に生きることができるよ

う、自然の条件や地域の社会的条件に応じた

施策を引き続き推進します。 

また、本県は、山岳地等の変化に富んだ地

形や湿潤な気候風土の中で豊かな自然環境に

恵まれています。 

これらの自然環境は、長年にわたる節度の

ある利用により、自然界の物質循環が保たれ、

今日までに引き継がれてきたもので、私たち

にとって貴重な財産であるとともに、次世代

に確実に引き継いでいかなければならないも

のです。 

特に、コナラやミズナラなどの二次林（里

山的自然）は、私たちの日常生活を包み込ん

できたふるさとの風景ですが、生活様式の変

化によって日常生活との関わりが薄れ、地域

によっては宅地開発などで減少しており、こ

れらの保全を進める必要性が高まってきてい

ます。そのため、自然に対する感受性や関心

を培い、人と自然の関わりや私たちの生活様

式について考えたり、学んだりすることが重

要になってきており、自然とふれあえる機会

や自然の中でのいろいろな体験などを通じた

普及啓発を推進します。 

 

 

 

第２節 本県の環境施策の枠組み 

１ 環境基本条例の制定 

本県では、平成９年３月に秋田県環境審議

会から①環境マインドの醸成やゼロエミッシ

ョン社会の構築等といった新しい視点で環境

を総合的にとらえる必要があること、②環境

行政全体の道筋を明らかにするため、環境保

全についての目標や基本方針を内容とした環

境基本条例の制定及び環境基本計画の策定を

すべきであることを主な内容とする「21 世

紀に向けた環境政策のあり方について」の答

申を受け、今日の環境問題に対処し、県民の

健康で文化的な生活を確保するために、環境

保全についての基本理念や県、市町村、事業

者、県民の責務、さらには環境保全に関する

基本的な事項を明らかにした環境施策の指針

となる「秋田県環境基本条例」を同年 12 月

に制定しました。 

 

２ 環境基本計画の策定 

上記で述べた秋田県環境基本条例に基づき、

本県の特性を踏まえ、「風かおる緑豊かな秋

田」を将来へ伝え残していくことを目指し、

環境保全に関する施策を計画的・総合的に推

進するため、平成 10 年３月に「秋田県環境

基本計画」を策定しました。その後、県では

「温暖化対策 美の国あきた計画」や「秋田

県廃棄物処理計画」を策定しており、本計画

が策定されてから５年目となる平成 15 年６

月に改定しました。今日の環境問題が県民、

事業者、行政など全ての主体の協力・連携と

積極的な参加なくしては解決できないことか

ら、この計画では、各主体がそれぞれの立場

で果たすべき役割や環境の保全に向けた具体

的な取組の指針を示しております。 
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この計画に掲げている環境行政推進の基本

方針は次のとおりです。 

① 自然と人との共存 

全ての県民が豊かな自然環境を享受し、将

来に引き継いでゆくために、人間優先的な考

えを改め、多様な自然環境と生物の生育環境

を確保し、自然と人が共存可能な社会の構築

に向けて各種施策を行います。 

 

② 環境への負荷の少ない循環を基調とした

社会の構築 

安全で健康的な暮らしができる生活環境を

確保するため、公害を未然に防止するととも

に、環境への負荷の少ない循環を基調とした

社会の構築に向けて各種施策を行います。 

 

③ 地球環境保全への積極的な取組 

地球環境問題は、私たち一人ひとりの様々

な活動に起因しており、また実感を伴わない

ことが多いことから気づかないうちに問題が

深刻化するおそれがあります。このため、本

県でも長期的視点に立って地球環境を保全す

るための調査・研究・情報提供など、各種取

組を積極的に行います。 

 

④ 環境保全に向けての全ての主体の参加 

顕在化する今日の環境問題を解決するため

には、県民・事業者・民間団体・行政など全

ての主体が協力・連携し、事業活動や日常生

活を通して自主的かつ積極的に環境保全活動

を行っていく必要があります。このため、情

報提供や普及啓発事業を通じて、全ての主体

が、環境保全活動に取り組むための条件整備

を進めます。 

 

３ 環境基本計画の推進 

本県では、環境基本計画を着実に推進する

ため、平成 10 年度から庁内に環境調整会議

を設置し、計画の進行管理、環境施策の点

検・調整（秋田県庁環境マネジメントシステ

ム）を行なってきました。その後、さらなる

基盤強化を図るため、平成 13 年３月にＩＳ

Ｏ１４００１の認証を取得（平成 16 年３月

更新）するとともに、今後ともこのシステム

を活用しながら取組を継続していくこととし

ています。 

なお、計画のこれまでの進捗状況は次のと

おりです。 

 

 

 

 



 - 12 -

 
秋田県環境基本計画(重点プロジェクト)の進捗状況について 

 
【施策目標の推進状況】 

項   目 単位 基準年・基準値 
実績 

※( )のないも
のは H17 実績 

平成 22 年 
(2010 年) 

１ 生物多様性の確保 
自然環境保全地域等の指定数 地域 13 19 21 25 
レッドリスト作成分類群数 群 13 8 8 12 
２ 自然と人が共存した持続可能な農業、林業、漁業の推進 
県土の保全・自然生態系を育む基盤づくり 
（農業用排水施設整備面積） 

ha 13 6,300 20,900 28,000 

農地等の多面的機能の発揮 
（遊休農地等の発生防止取組面積） 

ha 16 10,187 9,526 11,000 

保安林の累積整備面積 
（平成 13 年度からの累積面積） 

ha 13 4,216 19,303 40,066 

森林の総合的な整備（森林整備率） ％ 13 52 61 70 
都市との積極的な連携・交流の促進 
（農山村と都市住民等の交流参加者数） 

人 13 45,309 62,826 85,000 

３ 三大湖沼の水質浄化 
十和田湖湖心のＣＯＤ75％値 mg/l 13 1.4 1.4 1 以下 
八郎湖湖心のＣＯＤ75％値 mg/l 13 6.8 8.1 4 以下 
田沢湖表層のｐＨ年間平均値  13 5.6 5.0 6 以上 
田沢湖湖心のＣＯＤ75％値 mg/l 13 0.8 0.5 未満 1 以下 
４ 都市河川の浄化 
公共用水域環境基準適合率 
（ＢＯＤ－ＣＯＤ） 

％ 13 79.4 92.3 95 

生活排水処理施設普及率 ％ 13 53.8 69.7 80 
５ 化学物質による環境汚染の防止 
化学物質等対策の推進 
（ダイオキシン類環境基準達成率） 

％ 13 99.3 100.0 100.0 

６ 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

県民１人１日当たり一般廃棄物排出量 ｸﾞﾗﾑ 11 1,050 1,091 
(16 年度実績) 890 

一般廃棄物リサイクル率 ％ 11 15.6 21.6 
(16 年度実績) 24.1 

産業廃棄物減量化・リサイクル率 ％ 11 58.2 65.5 
(16 年度実績) 77.7 

産業廃棄物最終処分量 千 t 11 1,109 826 
(16 年度実績) 590 

７ 地球温暖化対策の推進 
県内の二酸化炭素排出量 
（1990 年の排出量を 100％にした割合） 

％ 12 131 － 100 

新エネルギー導入量（原油換算した量） 千 kl 13 231.4 261.5 389.8 
８ 国際協力の推進 
環境保全分野の海外技術交流地域数 地域 13 1 2 2 
９ 環境教育、環境学習の情報ネットワーク構築 
環境カウンセラー登録数 人 13 19 23 50 
あきたエコマイスター登録数（累計） 人 16 66 123 270 
こどもエコクラブ登録数（年間） ｸﾗﾌﾞ 11 46 113 100 
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第１節 自然環境 

本県は、起伏の大きい山岳地等変化に富ん

だ地形や湿潤な気候風土を有し、また多様な

動植物相がみられるなど、比較的豊かな自然

環境に恵まれています。 

しかしながら、社会経済活動の拡大に伴い

各種開発が進められた結果、動植物の生息・

生育環境が人為的影響を受けています。自然

環境管理計画策定調査結果では、原生的自然

からみて総合評価が一番高い地域（貴重な動

植物分布地､自然植生分布地、代表的景観

地）が県土の約 30％まで減少しており、こ

のうち自然植生域が県土の約 16％という結

果になっています。なお、自然植生域が大規

模な面積を占める白神山地は、世界的にも貴

重な原生的ブナ林を有することから、世界遺

産として登録されています。 

これらの豊かな自然環境を次世代に継承し

ていくため、自然と動植物の体系的な保全に

取り組むとともに、県民の自然保護に対する

意識のより一層の向上に取り組んでいく必要

があります。 

 

 

 

第２節 快適環境 

本県では、豊かな自然の恵みを受け、地域

に根ざした独特の文化と生活を育んできまし

た。しかし、近年の都市化の進展に伴い、身

近な自然や歴史的な地域の特性が失われつつ

あります。 

このため、身近にやすらぎと潤いがある生

活空間を創造するとともに、県内の特徴ある

景観の保全形成を図り、歴史的な文化遺産を

保全していく必要があります。 

 

 

 

 

 

第３節 生活環境 

１ 大気環境 

本県の大気環境については、秋田市など９

市に 26 の測定局を設置して常時監視を行っ

ていますが、概ね良好な状態で保全されてい

ます。 

平成 17 年度における測定結果では、二酸

化硫黄（20 局）、二酸化窒素（19 局）、一

酸化炭素（５局）及び浮遊粒子状物質（25

局）は全測定局で長期的評価に基づく環境基

準を達成しています。 

光化学オキシダントは、全測定局（５局）

で春季から夏季にかけて環境基準を超えてい

ますが、県大気汚染緊急時措置マニュアルに

定める光化学スモッグ注意報の発令基準の

0.12ppm は下回っています。 

このほか、秋田市内の２地点で行っている

降下ばいじんについては、年平均値は秋田南

高校地点で 5.5t/ｋ㎡/月、秋田高専地点で

5.4t/ｋ㎡/月であり、良好な環境の目安とさ

れる 10t/ｋ㎡/月を下回って推移しています。 

また、県内３地点における雨水及び雪の

pH のモニタリング調査の結果、酸性雨・雪

は観測されていますが、これによる樹木等へ

の被害は報告されていません。 

このような現状を踏まえ、今後も引き続き

監視体制を強化しながら、良好な状態を維持

し、より良い大気環境の実現に取り組んでい

く必要があります。 

 

２ 水環境 

平成 17 年度は、秋田県内の公共用水域の

水質について、128 水域 185 地点で監視測定

を行いました。 

この結果、人の健康を保護し生活環境を保

全する上で維持されることが望ましいとして

国が定めた水質汚濁に関する環境基準のうち、

「人の健康の保護に関する項目」であるカド

第３章 環境の現状の概要 
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ミウム等重金属やトリクロロエチレン等有害

化学物質の 26 物質については、地蔵川の岩

見川合流前においてふっ素が、玉川ダム湖に

おいて鉛が環境基準値を超えましたが、それ

以外の地点では環境基準を達成しました。 

また、河川や湖沼、海域毎に水の利用目的

に応じた類型を指定して環境基準を定める

pH や BOD 等の「生活環境の保全に関する項

目」のうち、BOD 又は COD の環境基準達成率

は公共用水域全体で 92.3％となっており、

その内訳は河川で 97.8％、湖沼で 41.7％、

海域で 100％でした。環境基準を達成してい

ないのは、河川では中小河川２水域であり、

湖沼では八郎湖等７湖沼でした。 

本県の水環境を特徴づけている十和田湖、

八郎湖及び田沢湖の三大湖沼は、何れもそれ

ぞれの特性から水質の問題を抱えています。 

このうち十和田湖は昭和 61 年以降、湖沼

の水質環境基準のひとつである COD が基準値

１mg/L を超えているほか、八郎湖では COD

が環境基準点の野石橋地点では昭和 60 年度

頃から、大潟橋地点及び湖心でも平成 4 年度

頃から漸増しており、野石橋地点、大潟橋地

点及び湖心における平成 17 年度の COD はそ

れぞれ 12、8.1、8.1 mg/L と全ての地点で環

境基準の 3 mg/L 以下を達成できませんでし

た。これは、湖水の富栄養化が進み植物プラ

ンクトンの増殖によるところが大きく、水質

改善のために総合的な対策を進める必要があ

ります。 

一方、玉川酸性水の導入により酸性化し、

その後の中和への取組みによって pH が回復

しつつある田沢湖では、近年の玉川源泉酸度

上昇の影響もあって、ここ数年湖の表層付近

での pH の低下傾向が見られます。 

地下水の水質については 55 地区 60 地点で

概況調査を行ったところ、１地点でふっ素が、

１地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の項目

が環境基準値を超えました。また、過去の概

況調査で環境基準を超えた項目がある 14 地

区 34 地点については、地下水水質の定期モ

ニタリング調査を行いました。 

 

３ 廃棄物 

（１）一般廃棄物 

平成 16 年度の一般廃棄物の排出量は、全

県で 46.6 万トン、県民一人一日当たりの排

出量が 1,091 グラムとなっており、前年度と

比べて排出量が約４千４百トン減少しており

ますが、一人一日当たりの排出量は２グラム

増加しています。また、リサイクル率につい

ては、21.6％と前年度に比べ 0.5 ポイント伸

びています。 

焼却処理については、国内で発生するダイ

オキシン類の多くが一般廃棄物焼却施設に由

来するとされていることから、ダイオキシン

類の発生源をできるだけ少なくし、高度な処

理機能を有する施設を確保する必要がありま

す。 

埋立処分については、管理者による維持管

理の徹底と適正な最終処分場の確保を図る必

要があります。 

ごみの破砕や圧縮等の中間処理は、ごみの

減量化、資源化のための前処理であり、容器

包装ごみについては、その受け皿となる資源

化等を行う施設の整備を促進する必要があり

ます。 

廃家電については、以前は粗大ごみとして

そのほとんどが埋立処分されていましたが、

平成 13 年４月から家電リサイクル法が施行

され、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及

び洗濯機の４品目については、消費者も一定

の負担をした上でメーカーがリサイクルする

仕組みとなっております。 

平成 16 年度のし尿処理の状況は、水洗化

率が 62.9％となっており、流域下水道、公

共下水道、及び浄化槽の普及により年々増加

傾向にあります。また、市町村及び一部事務

組合が設置しているし尿処理施設は 21 施設、

収集量は 1,480kL/日となっています。 
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し尿処理施設は総じて老朽化や能力低下が

見られることから、今後、施設の新設や改造

の必要があります。また、快適な生活の確保

と公共用水域の水質を保全するため、合併処

理浄化槽の整備を促進する必要があります。 

 

（２）産業廃棄物 

平成 16 年度の産業廃棄物の処理実績は、

中間処理では 169.1 万トン、最終処分では

82.6 万トンの合計 251.7 万トンとなってい

ます。過去数年間と比較すると、中間処理は

年々増加傾向にありますが、最終処分は概ね

横ばい傾向にあります。 

産業廃棄物の適正処理は、生活環境の保全

を図る上で基本的な条件であるとともに、産

業経済活動の維持発展を図る上でも不可欠な

要件であることから、排出事業者及び産業廃

棄物処理業者の監視・指導の強化等の適正処

理対策を推進する必要があります。特に最終

処分場については、二次公害等を発生させな

いよう定期的に放流水の検査を実施するなど

監視・指導の徹底を図るとともに、各リサイ

クル法の整備により増加が懸念されている不

法投棄を防止するための監視体制を強化する

必要があります。 

また、環境への負荷の少ない循環型社会の

実現のためには、産業廃棄物の発生抑制、減

量化、再資源化が一層求められていることか

ら、廃棄物処理法に基づき、廃棄物を多量に

排出する事業者に対して廃棄物の発生源での

自主的な管理を促進する必要があります。 

さらに、最終処分場を確保するため、秋田

県環境保全センターの拡充整備を行うことと

し、平成 15 年度にＤ区処分場整備工事に着

手し、平成 18 年 10 月から供用開始していま

す。 

なお、能代産業廃棄物処理センターの処分

場については、当センターの倒産以降、県が

維持管理を行ってきましたが、平成 17 年２

月から産廃特措法の特定支障除去等事業実施

計画に基づき、国の財政支援を受けながら汚

水処理等の維持管理、遮水壁の設置等の汚染

拡散防止、キャッピング等の場内雨水対策等

の環境保全対策を講じています。 

 


